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○浜松市廃棄物処理施設の設置等に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則 

平成１７年３月２４日 

浜松市規則第３７号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、浜松市廃棄物処理施設の設置等に係る紛争の予防と調整に関する条

例（平成１７年浜松市条例第２９号。以下「条例」という。）の施行について必要な事

項を定める。 

（適用除外施設） 

第２条 条例第２条第４号の規則で定める施設は、次の各号のいずれかに該当する施設と

する。 

(1) 事業者がその事業活動に伴って生じる廃棄物を自ら処理するために設置する廃棄物

の処理施設 

(2) 災害又は老朽化に伴う解体等により廃棄物の処理施設が滅失し、滅失前と同一の場

所に設置する廃棄物の処理施設（滅失前の規模以下のものに限る。） 

(3) 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第２条第２項に規定する自動車に搭

載され、又はけん引される廃棄物の処理施設その他移動式の廃棄物の処理施設（同一

の敷地内で継続的に使用するものを除く。） 

(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」とい

う。）第７条第６項ただし書又は法第１４条第６項ただし書の規定により許可が免除

される者が当該事業の用に供するために設置する廃棄物の処理施設 

(5) 市が設置する廃棄物の処理施設 

(6) 法第９条の３の３第１項の規定に基づき市から非常災害により生じた廃棄物の処分

の委託を受けた者が設置する一般廃棄物処理施設（一般廃棄物の最終処分場であるも

のを除く。） 

(7) 法第９条の９第１項若しくは法第１５条の４の３第１項の認定を受けた者又は当該

認定を受ける見込みがある者として市長が別に定めるところにより認める者（これら

に準じる者として市長が別に定めるところにより認める者を含む。）が当該認定に係

る処理の用に供するために設置する廃棄物の処理施設 

(8) 法その他の廃棄物の再生利用、廃棄物の再資源化その他の資源循環の促進に関する

法令の規定による指定、認定、登録その他の処分（市長が認めるものに限る。以下こ

の号において同じ。）を受けた者又は当該処分を受ける見込みがある者として市長が
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別に定めるところにより認める者 

（平２２規則２３・平２９規則２８・令８規則２３一部改正） 

（事業計画書） 

第３条 条例第５条第１項の事業計画書の様式は、廃棄物処理施設設置等事業計画書（第

１号様式）とする。 

２ 前項の事業計画書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 当該廃棄物処理施設の付近の見取図 

(2) 廃棄物処理施設の設置等の用に供する土地（以下「事業用地」という。）の計画平

面図 

(3) 事業用地の周囲の地形を明らかにする図面 

(4) 事業用地の公図の写し及び登記事項証明書（設置者が当該土地の所有権原を有しな

い場合には、使用権原を有することを証する書類） 

(5) 当該廃棄物処理施設の平面図、立面図、断面図及び構造図 

(6) 当該廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書 

(7) 当該廃棄物処理施設の処理能力（廃棄物の最終処分場である場合にあっては廃棄物

の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量、積替保管施設（条例第２条第４

号の積替保管施設をいう。以下同じ。）である場合にあっては保管することができる

産業廃棄物の数量。以下同じ。）の算出根拠を明らかにする書類 

(8) 最終処分場及び積替保管施設以外の廃棄物処理施設にあっては、廃棄物の処理工程

図 

(9) 設置者が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書 

(10) 設置者が個人である場合にあっては、住民票の写し 

（平２２規則２３・平２３規則４３・一部改正） 

（生活環境影響調査結果書） 

第４条 条例第５条第２項の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(1) 廃棄物処理施設の設置等をしようとする廃棄物処理施設の種類及び規模並びに処理

する廃棄物の種類を勘案し、当該廃棄物処理施設の設置等をすることに伴い生じる大

気質、騒音、振動、悪臭、水質、地下水又は土壌に係る事項のうち、関係地域の生活

環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして調査を行ったもの（以下「廃棄物処理施

設生活環境影響調査項目」という。） 

(2) 廃棄物処理施設生活環境影響調査項目の現況及びその把握の方法 
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(3) 当該廃棄物処理施設の設置等をすることが関係地域の生活環境に及ぼす影響の程度

を予測するために把握した水象、気象その他自然的条件及び人口、土地利用その他社

会的条件の現況並びにその把握の方法 

(4) 当該廃棄物処理施設の設置等をすることにより予測される廃棄物処理施設生活環境

影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法 

(5) 当該廃棄物処理施設の設置等をすることが関係地域の生活環境に及ぼす影響の程度

を分析した結果 

(6) 大気質、騒音、振動、悪臭、水質、地下水又は土壌のうち、これらに係る事項を廃

棄物処理施設生活環境影響調査項目に含めなかったもの及びその理由 

(7) 前各号に掲げるもののほか、当該廃棄物処理施設の設置等をすることが関係地域の

生活環境に及ぼす影響についての調査に関して参考となる事項 

２ 前項第５号の結果には、同項第４号の変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲に対する生

活環境の保全のための措置及びその予想される効果を記載しなければならない。 

（平２２規則２３・全改） 

第５条 削除 

（平２２規則２３） 

（関係地域の設定） 

第６条 条例第６条第１項に規定する関係地域は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める地域に、条例第５条第２項の規定により提出された生活環境影響調査結果書

の結果に基づき、生活環境の保全上の支障が生じるおそれがある地域を加えた地域とす

る。 

(1) 次に掲げる廃棄物の処理施設 敷地境界線から５００メートル以内の地域 

ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３００号。以下「政

令」という。）第５条第２項に規定する一般廃棄物の最終処分場 

イ 政令第７条第１４号に規定する産業廃棄物の最終処分場 

ウ 政令第５条第１項に規定するごみ処理施設（焼却施設に限る。） 

エ 政令第７条第３号、第５号、第８号、第１２号及び第１３号の２に規定する産業廃

棄物の処理施設 

(2) 政令第５条第１項に規定するごみ処理施設（前号に掲げるものを除く。）及び政令

第７条に規定する産業廃棄物の処理施設（同号に掲げるものを除く。） 敷地境界線

から３００メート以内の地域 
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(3) 前２号に規定する廃棄物の処理施設以外の廃棄物の処理施設 敷地境界線から１０

０メートル以内の地域 

(4) 産業廃棄物の積替保管施設 敷地境界線から５０メートル以内の地域 

（平２２規則２３・全改、平２３規則４３・一部改正） 

（告示及び縦覧） 

第７条 条例第７条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

(2) 廃棄物処理施設の設置等の場所 

(3) 廃棄物処理施設の種類 

(4) 廃棄物処理施設において処理する廃棄物の種類 

(5) 廃棄物処理施設の処理能力 

(6) 縦覧の期間 

(7) 関係住民が、意見書を提出することができる旨 

(8) 意見書の提出期限及び提出方法 

２ 条例第７条の規定により縦覧を行う場所は、次のとおりとする。 

(1) 浜松市役所 

(2) 関係地域内又はその周辺地域内で市長が指定する場所 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める場所 

（平２２規則２３・一部改正） 

（周知計画書） 

第８条 条例第８条（条例第１２条第３項（条例第１２条の２第２項において準用する場

合を含む。）において準用する場合を含む。）の周知計画書の様式は、周知計画書（第

２号様式）とする。 

（平２２規則２３・一部改正） 

（事業計画説明会の開催方法等） 

第９条 設置者は、条例第８条に規定する事業計画説明会（以下「事業計画説明会」とい

う。）を開催しようとするときは、開催日時、場所等に関する通知の関係住民への配布

又は回覧のほか、次の各号のいずれかの方法により、開催の周知をしなければならない。 

(1) 関係地域内での掲示板への掲示 

(2) 日刊新聞紙への掲載 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法 



5/23 

２ 事業計画説明会の開催に当たっては、事業計画説明会に参加する者の参集の便を考慮

して日時及び場所を定めなければならない。 

３ 設置者は、事業計画説明会を開催しようとするときは、関係住民に対し、事業計画の

概要を記載した書類及び図面を配布するとともに、事業計画の内容を具体的かつ平易に

説明するよう努めなければならない。 

４ 設置者は、事業計画説明会において、関係住民に対し、市長に意見書を提出すること

ができる旨及び意見書の提出期限を説明しなければならない。 

（平２２規則２３・一部改正） 

（実施状況報告書） 

第１０条 条例第１０条（条例第１２条第３項（条例第１２条の２第２項において準用す

る場合を含む。）において準用する場合を含む。）の報告書の様式は、周知に関する実

施状況報告書（第３号様式）とする。 

２ 前項の報告書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 

(1) 説明会で配布し、又は使用した書類及び図面 

(2) 説明会以外で周知に使用した書類及び図面 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類及び図面 

（平２２規則２３・一部改正） 

（代表者の選任の届出） 

第１０条の２ 条例第１０条の２第１項及び第３項の規定による届出は、代表者選任・変

更届（第３号様式の２）により行わなければならない。 

（平２２規則２３・追加） 

（意見書） 

第１１条 条例第１１条第１項の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

(1) 提出者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人その他の団体にあっては、そ

の代表者の氏名 

(2) 意見の対象となる設置者の氏名又は名称 

(3) 廃棄物処理施設の設置等の場所及び種類 

(4) 意見（関係地域の生活環境の保全上の見地からのものに限る。） 

（平２２規則２３・一部改正） 

（見解書） 

第１２条 条例第１２条第１項（条例第１２条の２第２項において準用する場合を含む。）
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の見解書の様式は、意見書等に対する見解書（第４号様式）とする。 

（平２２規則２３・一部改正） 

（見解書の内容の周知等） 

第１２条の２ 条例第１２条第２項（条例第１２条の２第２項において準用する場合を含

む。）の規定による見解書の内容の周知は、見解書の内容を分かりやすく説明した書類

及び図面の関係住民への配布又は回覧のほか、次の各号のいずれかの方法により行わな

ければならない。 

(1) 条例第１２条第２項に規定する見解書説明会（以下「見解書説明会」という。）の

開催 

(2) 関係地域内での掲示板への掲示 

(3) 日刊新聞紙への掲載 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法 

２ 見解書説明会の開催については、第９条第１項から第３項までの規定を準用する。こ

の場合において、同条第１項及び第２項中「事業計画説明会」とあるのは「見解書説明

会」と、同条第３項中「事業計画説明会」とあるのは「見解書説明会」と、「事業計画

の概要」とあるのは「見解書の内容」と、「事業計画の内容」とあるのは「見解書の内

容」と読み替えるものとする。 

（平２２規則２３・追加） 

（環境保全協定の記載事項） 

第１２条の３ 条例第１４条第１項第１０号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とす

る。 

(1) 搬出入車両等の交通安全対策に関すること。 

(2) 事故時及び地震等の緊急時の対策に関すること。 

(3) 廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に係る測定の実施に関すること（条例第１４

条第１項第８号及び第９号に掲げるものを除く。）。 

(4) 廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に係る測定結果の記録、保存及び閲覧に関す

ること。 

(5) 環境保全協定に定められた事項の履行の確認に関すること。 

(6) 環境保全協定の締結者が環境保全協定に定められた事項に違反した場合の措置に関

すること。 

(7) 環境保全協定の変更に関すること。 
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(8) 廃棄物処理施設の廃止及び承継に関すること。 

(9) 前各号に掲げるもののほか、環境保全協定の締結者が関係地域の生活環境を保全す

るために必要があると認める事項 

（平２２規則２３・追加） 

（立会人の役割） 

第１２条の４ 立会人は、環境保全協定に定められた事項について、締結者が誠実に遵守

するよう指導し、その履行を確認するとともに、締結者間において紛争が生じた場合は、

締結者に対し、その紛争の解決のため必要な指導又は助言を行うものとする。 

（平２２規則２３・追加） 

（事業計画書等の変更の届出） 

第１３条 条例第１５条第１項の規定による届出は、事業計画書変更届（第５号様式）に

より行わなければならない。 

２ 条例第１５条第２項の規定による届出は、生活環境影響調査結果書変更届（第６号様

式）により行わなければならない。 

３ 条例第１５条第３項の規定による届出は、周知計画書変更届（第７号様式）により行

わなければならない。 

（平２２規則２３・一部改正） 

（軽微な変更） 

第１４条 条例第１５条第４項ただし書の規則で定める変更は、次の各号のいずれかに該

当する変更とする。 

(1) 事業計画説明会若しくは見解書説明会における関係住民からの意見又は条例第１１

条第１項若しくは条例第１２条の２第１項の規定により提出された意見書に基づいて

行われる変更であって、生活環境に及ぼす影響を減少させることを目的とするもの 

(2) 条例第１３条第１項の規定による指導若しくは助言又は条例第１７条の規定による

あっせんに基づいて行われる変更 

(3) 主要な設備の変更を伴わず、かつ、生活環境に及ぼす影響を減少させることを目的

とする変更であって、関係住民の代表者の同意を得て行われるもの 

（平２２規則２３・全改） 

（廃止届） 

第１５条 条例第１６条第１項の規定による届出は、廃棄物処理施設設置等事業計画廃止

届（第８号様式）により行わなければならない。 
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（あっせん） 

第１６条 条例第１７条第１項の規定による申請は、あっせん申請書（第９号様式）によ

るものとする。 

（勧告） 

第１７条 条例第２１条の規定による勧告は、次に掲げる事項を記載した勧告書により行

うものとする。 

(1) 勧告事項 

(2) 措置を講じるべき期限 

(3) 勧告を行う理由 

第１８条 削除 

（平２２規則２３） 

（公表） 

第１９条 条例第２２条及び第２３条の規定による公表は、浜松市公告式条例（昭和２５

年浜松市条例第２３号）に定める掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法により

行うものとする。 

（平２２規則２３・全改） 

（書類等の提出部数） 

第２０条 条例及びこの規則の規定により、市長に提出しなければならない書類の提出部

数は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める部数とする。 

(1) 第１号様式及び第５号様式（添付書類を含む。）並びに第６号様式 正副４部 

(2) 前号に掲げる様式以外の様式（添付書類を含む。） 正副２部 

(3) 条例第１１条第１項及び第１２条の２第１項の規定による意見書並びに第１４条第

６項の規定による環境保全協定の写し １部 

（平２２規則２３・一部改正） 

（細目） 

第２１条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、平成１７年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月２４日浜松市規則第２３号） 

１ この規則は、平成２２年７月１日から施行する。 

２ 浜松市住民協議による土地利用の推進及び調整に関する条例施行規則（平成１６年浜
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松市規則第３７号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（平成２３年６月２４日浜松市規則第４３号） 

この規則は、平成２４年１月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２４日浜松市規則第２８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和８年３月２３日浜松市規則第２３号） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日前までに浜松市廃棄物処理施設の設置等に係る紛争の予防と調整

に関する条例（平成１７年浜松市条例第２９号）第５条の規定により事業計画書を提出

された又は提出されるべきであった廃棄物処理施設の設置等については、改正後の第２

条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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第１号様式（第３条関係） 

（平２２規則２３・一部改正） 

第２号様式（第８条関係） 

（平２２規則２３・一部改正） 

第３号様式（第１０条関係） 

（平２２規則２３・一部改正） 

第３号様式の２（第１０条の２関係） 

（平２２規則２３・追加） 

第４号様式（第１２条関係） 

（平２２規則２３・一部改正） 

第５号様式（第１３条関係） 

第６号様式（第１３条関係） 

（平２２規則２３・一部改正） 

第７号様式（第１３条関係） 

第８号様式（第１５条関係） 

第９号様式（第１６条関係） 

 


